
ボランティアグループ・市民活動団体等が移送・

行う場合の万が一の事故に備えるための

員庫県移送サーしス
交通傷豊保険

2026年度

中途加入の保険料に一部

変更がとざいますも

お間違いの無 いよ う、

金額を晉確認ください。

<交通事故危険のみ補償特約および管理下中の傷害危険補償特約付団体総合生渚補償保険 (標準型)>

この保険|よ、社会福祉協議会やボランティアグループ・NPO法人などの市民渚動団体が、非営利の移送 送迎サー
ビスを行う場合の汚動者 利用者の交通事故等によるケガを補償する保険です。
①保険契約者また|よ代理権限のある方 (移送・送迎サービス渚動を行う渚動団体)の管理下で行う移送・送迎サー
ビス渚動中の交通事故等により活動者がケガをした場合

②保険契約者また|よ代理権限のある方 (移送・送迎サービス活動を行う活動団体)の管理下で行う移送
:送迎サー

ビス利用者が乗草中にケガをした場合

2.級保『史者 (稀慣の対 れる方 |象者うとな

渚動者 力ll入要件を瑞たした市民渚動団体
※
で非営利の移送・送迎サービス活動をしている方

利用者 活動者が行う移送・送迎サービスを利用してtヽる方

※社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会および県下各市区町社会福祉協議会の会員団体および登録されたポランティアグループ NPO法人などの
市民活動団体で非営利の移送 送迎サービスを適切に実施している団体であること。
※道I早各運送法に基づき国土交通大臣から認可を得ているものまたは登録しているものは、認可証または登録証の写しを添付してください。

※加入手続をする団体の管理下で移送 送迎サービス活動をしている方、移送 送迎サービスを利用している方全員が被保険者となります。対
象となる被保険者の方全員の氏名等を加入申込票の加入者名簿欄にご記入のうえ、お申込みください。

■下記の乗り物に乗車中に起こつた事故

対象になる

主な乗り物

自動車、原動機付自転車、自転車、電車、エスカレーター、ェレベーター、草イス、□―プウェー、

飛行機、船舶  など
※本保険制度は渚動者の移送 送迎サービス渚動中、利用者のサービス利用中の等、特約に記載された渚動中のみが保険金支払いの対象とな
ります。

(移送 送迎サービス沼動を行う渚動団体の「管理下Jで行われた活動のみ補償の対象となります。)
※次の活動はお支払いの対象にはなりません。①活動に対する報酬 謝金として、賃金を受け取つてしヽる活動 (交通費等の実費を支給される
場合は、加入できます。)、 ②雇用契約を結んだうえでの渚動

■2026年 4月 1日午後4時から2027年 4月 1日午後4時までの 1年間とします。

(3月 47日 までにご加入手続きをお願いいたします。ご加入手続き|よ 2ページをご覧ください。)

5.保険料 (1口 あたり)

■ 1名につき 600円 (― Bき払)

◎複数□加入をおすすめしております。最大8□ までごカロ入いただくことができます。

※保険期間が2026年 4月 1日午後 4時ナυ`ら2027年 4月 1日午後 4Bままで (1年間)の場合

※お間違いの無いよう、金額をよくご確認くださtヽ。

補償開女。
ム日によって保険料が異なりますので、中途加入する場合 |よ毎月25日 (土日 '祝日の場合 l〔kその前日)までに最寄り

の市区田」社会福祉協議会にお申し出ください。補償開始日午前 OB吉ブ)｀ら2027年 4月 1日午後4時までの中途力B入になります。

(2026年度)中途加入する場合の保険料 (1□あたり)       ,

年度途中からのごカロ入の場合

申込綿切日 4/24 5/25 6/25 7/24 8/25 9/25 10/23 44/25 42/25 4/25 2/25

補償開始日 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 40/4 44/4 12/4 4/4 2/4 3/4

十呆F父ポ斗
(-8き払)

550円 490円 460円 410円 350円 300円 250円 190円 160円 110円 50円

社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会



保険金の種類 保険金額

傷害死亡・後遺障害保険金 38.0万円

傷害入院保険金 (日額) 600円

傷害通院保険金 (日額) 500円

傷害手術保険金
① 入院中に受けた手術の場合…[傷害入院保険金日額]× 40
② ①以外の手術の場合…[傷害入院保険金日額]× 5

一時払保険料 600円
(注)本契約lよ団体害」S400/Oを適用しております。保険金額lよご力0入いただいた被保険者の人数に従つた害」引率で決定され蔽
すので、募集の結果上記と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、傷害死亡・後遺障害保険金額を割

引率に応じた金額とさせていただきますので、あらア)｀ じめご了承ください。

①所定の「加入申込票」に必要事項をご記入のうえ、最寄りの市区田J社会福祉協議会のポランティアセンターヘ

ご提出ください (国土交通大臣ナ」`ら認可を得ているまたは登録している団体lよ、認可証患たlよ登録証の写しを
添付)。 また、保F食料について|よ、所定の振込用紙で各団体ア)｀ら直接お振込ください。
(3月 47日 までにご加入手続きをお願いいたします。)
②年度途中ア)｀らご加入の場合|よ、毎月25日 (土・日・祝日の場合|よその前日)までにお手続きください。

①事故が発生した場合には、ただちにカロ入手続きをした市区田」社会福祉協議会に連絡し、「事故届出および証日月書」
をご提出くださtヽ。
※保険金をお支払tヽする場合に該当した日から30日以内(と代理店 扱者または引受保険会社へご連絡がない場合、もしくは知ってい
を告げなかつた場合、または事実と異なることを告げた場合は、SI受保険会社はそれによつて被つた損害の額を差し引いて保険金を
いすることがあります。

②事故の内容が保険金をお支払いする場合に該当されたときlよ、代理店・扱者である仰兵庫福祉保険サービスまた
|よ引受保険会社ブ)｀ら保険金請求書類をお送りします。

ごカロ入手続きに際し、以下の事項を十
ノ
刀
＼にご確認ください。

本確認事項|よ、万―の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さ

まのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること

を確認させていただくためのものです。    |
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑間点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険
会社までお問合わせください。

1.保険商品が以下の点で のご :こ した となつてい

でご確認ください。万 tヽ。

る事実
お支払

t

2

保F食金のお支払事由 (主契約、セットしている特約を含みます。)

保険金額 (ご契約金額)、 保険期間 (保険のご契 間)、 保険料 保F食料払込方法
加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。

以下の項目|よ、正しtヽ保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内容をよくご確認いただ

き、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。

○曽さまがご確認ください。
・加入申込票の「生年月日」また|よ「年令」lF銅、「性別」欄|よ正しくご記入いただいてtヽますか?

「年令」欄|よ保険始期日時点での消年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日ダ)｀ら算出した年令が異なる場合に|よ、生年月日メD｀ら算出したものを年
令として取り扱うことがあります。
またIよ、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄 |よ正しくご記入されていますか?

つ t

2

こつ tヽ

* す 上



※印を付した用語については、下記および4ページの「※印の用語のご説8月」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)

〔特約の説明】

セットする特約 特約の説g月

管理下中の傷害危[食補償特約
(自動セット)

保険契約者または代行権限のある方の管理下で行われた活動中 (移送・送
迎サービス中等、特約に記載された活動中のみ)のケガ※に限り、l笏笛害保
険金をお支払いします。

【※印の用語のご説8月】
0「医師」と|よ、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス (キャスト)、 ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子 (シーネ、スプリント)固定、倉」外圃定器、
PTBキ ャスト、PTBブレTス (下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書
上明確な場合に限ります。)、 線副子等 (上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)およびハローベストをいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被つた傷害をいいますと
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的P口B隔がないこと」を意味します。
「偶然」と|よ、「保険事故の原因またl[k結果の発生が被保険者にとつて予夕llできない、被保険者の意思に基づかないこと」を意
味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部ア)｀らの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を
意味します。
「傷害」にlよ、身体外部ブθ`ら有毒ガスまたは有毒物質をl島然ダ〕`つ一日きに吸入、吸収またlよ摂取した場合に急激に生ずる中毒症
状
(・ )を含み、次のいずれダ)｀に該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的にD及入、0及収また|よ摂取した結果発生する中毒症状を除き諜す。
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額

傷
害
保
険
金

傷害死亡保険金
★傷害補償 (標
楽型)特約
☆交通事故危険
のみ補償特約
セット

保険期間中の交通事故※によるケ
ガ※のため、事故の発生の日から
その日を含めて180日 以内に死亡
された場合

(注 1)傷害死亡保険金受取人 (定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお
支払いします。          ′
(注 2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡 後遺障害
保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払い
します。

傷害後遺障害
保険金

★傷害補償 (標
準型)特約
☆交通事故危険
のみ補償特約
セット

保険期P9日中の交通事故※によるケ
ガ※のため、事故の発生の日ズ)｀ら
その日を含めて180日 以内に後遺
障害※が発生した場合

(注 1)政府労炎保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害
後遺障害保険金をお支払いします。
(注 2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日 を超えてなお治療※
を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて
181日 目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障
害保険金をお支払いします。
(注 3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあつた後遺障害に対する
保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注 4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡 。後遺障害
保険金額ブ)｀ら既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度と
なります。また、保険期F曰日を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡
後遺障害保険金額が限度となります。

傷害入院保険金
☆傷害補償 (標
準型)特約
☆交通事故危険
のみ補償特約
セット

保険期間中の交通事故※によるケ
ガ※のため、入院※された場合(以
下、この状態を「傷害入院」とい
います。)

傷害入院保険金日額判傷害入院の日瓢

(注 1)事故の発生の日からその日を含めて180日 を経過した後の入院※に対して
は傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は、
180日 が限度となります。
(注 2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の
をお支払いする場合」に該当するケガ※を被つた場合は、傷害入院保険金
はお支払いしません。

「保険金
を重ねて

傷害手術保険金
★傷害補償 (標
準型)特約
☆交通事故危険
のみ補償特約
セット

保険期P国月中の交通事故※によるケ
ガ※の治療※のため、事故の発生
の日からその日を含めて180日 以
内に手術※を受けられた場合

① ※ け の場合

②

(注 ※ ついて、 1回の手術に限り蔽す。また、 1事故に基
づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。

入院保険金日 40

5

傷害通院保険金
☆傷害補償 (標
準型)特約
☆交通事故危険
のみ補償特約
セット

保険期間中の交通事故※によるケ
ガ※のため、通院※された場合(以
下、この状態を「傷害通院」とい
います。)
(注)傷害通院の日数には、通院さ
れない場合で、所定の部位※を
固定するためにギプス等※を常
時装着したときには、その装着
日数を含みます。ただし、医師※
の指示による固定

(f)であるこ
と、かつ、診断書、診療報習l‖明細
書等ん`ら所定の部位をギプス等
の装着により固定していること
が確認できる場合に限ります。
(*)診断書または医師の意見
書に固定に関する記動がある
場合に限ります。

(注 1)事故の発生の日からその日を含めて180日 を経過した後の通院※に対して
は傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90
日が限度となります。
(注 2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院
保険金をお支払いしません。
(注 3)傷害通院保険金をお支払いする期P日日中にさらに傷害通院保険金の「保F父金
をお支払いする場合」に該当するケガ※を被つた場合は、傷害通院保険金を重ねて
はお支払いしません。

傷害通院保険金日額 日
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③運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に措乗中の急激かつ偶然な外来の事故 (異常かつ危険な方

法で搭乗している場合lよ対象になりません。)
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③交通乗用具の人炎
(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、 レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていな
い状況にある場所で発生した事故は除きます。

●「養通乗用具」と|よ、電車、自動車 (スノーモーピルを含みます。)、 原動機付自転草、自転草、航空機、ヨツト、モーターポー

ト (水上方―トバイを含みます。)、 エレベーター等、特約に定められたものをいいます。
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:昇醤唇争唇:|こ菖邑:ど巳暑哲魯旨権誕ょキて主ぼ狂≦學音を構摯星墓ぉ異撃ン訂ほぉをぁ望た言督部墓言蹟電雪多aいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器ξ

奨|よ含みません。
0「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念すること

をいいます。
0「オンライン診療」と|よ、医師と患者の間において、情報通信機器を通して患者の診察および診断を行い、診断結果の伝達、

処方等の診療行為をリアルタイムにより行うことをいいます。ただし、 リアルタイムの視覚および聴覚の情報を含む情報通信
手段による場合に限ります。なお、電話診療 |よ含みません。

11.免責事 し しヽない主な金をお支

※印を付した用話については、 3～ 5ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付してい患す。)

保険金の種類 保険金をお支払いしない主な場合

傷
害
保
険
金

傷害死亡保険金
★傷害補償 (標準型)特約
☆交通事故危険のみ補償特約
セット

:§豊至讐写言鋒畳捨彊昌「景§篭3ξ目そ啓暴全三を程鷺弓二各極巨きはF寄
によ
Fケ

ガ※
0脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ

:融竪F珍含朧 存窪珪脈1渾ぎγ男段宇堀η勢掌!宅走翔吊軍守             る
一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)

0地震もしくはB貫人またはこれらを原因とする津波によるケガ

:簿盤採惣雰落竃笹響隼ぴ翼茸訂耐3縫桧群※、腰痛その他妍状を訴えてい錫合はそれを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※

●入浴中の溺水※ (ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保

険金をお支払いします。)
0原因がいかなるときでも、誤瞬 (えん)※ によつて発生した肺炎
●交通乗用具※を用いて競技等※をしているP日日のケガ

●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作

.裔塞写犯忍羮豊占ぞ爺漏誘罷晃霙軍裔ヶ男
検、整備またtよ清掃作業中のケガ

::葵健鍵馳凝編響 嘉経縣絡経誘輔隣ぃる間また呼軸鞘に
職務として搭乗している間のケガ                           など

(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

傷害後遺障害保険金
★傷害補償 (標準型)特約
☆交通事故危険のみ補償特約
セット

傷害入院保険金
★傷害補償 (標準型)特約
☆交通事故危険のみ補償特約
セット

傷害手術保険金
★傷害補償 (標準型)特約
☆交通事故危険のみ補償特約
セット

傷害通院保険金
★傷害補償 (標奉型)特約
☆交通事故危険のみ補償特約
セット
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セットする特約 特約の説明

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約

(自動セット)

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※(暴動」につ
いて|よ、テロ行為lよお支払いの対象となります。テロ行為と|よ、政治的、

社会的もしくは宗教 思想的な主義・主張を有する団体・個人また|よこれ
と連帯するものがその主義 主張に関して行う暴力的行動をtⅢいます。

【※印の用語のご説明〕
0「医学的他覚所見のないもの」とlよ、被保険者が自覚症状を訴えている場合であつても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、

.甲矮鍵鈎口儀管轟凝晋琺事F民舞稔β雲毛意塁撞豊呼器憮冨写評蟹講胃墓異義たご再電99立鍵名など轟盈降に準手るもの
を含みます。

【特約の説明】

(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者 (補償の対象者)が事故によリケガを
された場合に保険金をお支払いし志す。被保険者の範囲や、

保険金が支払われる事故の種類|よ次のとおりです。

※1 加入申込票の加入者名持氏名欄記載の方をいいます。
※2 保険契約者または代行権限のある方の管理下にある移送 送迎
サービス中のみ

(2)補償内容
保険金をお支払いする場合|よ 3～ 4ページの「10支払事由」
のとおりです。詳細lよ普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
3～ 4ページの「40支払事由」をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合 (主な免責事由)
4～ 5ページの「44免責事由」をご参照ください。なお、
詳細|よ普通保険約款 '特約の「保険金を支払わない場合」
の項目に記載されております。
(3)セ ットされている主な特約および推の概要
3～ 5ページの「40支払事由」「41免責事由」をご参照くだ
さい。特約の内容の詳細は普通保険約款 特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期Po弓 |よ、1年間です。お客さまが実際にご力8
入いただく保険期間についてlよ、 1ページの「4保険期間」
および力日入申込票の「加入期間」欄にてご確認ください。

試運転に訓練を含む特約 (ただし、自動車等※の運転資格を取得するための訓練は含みません。)

交通事故危険のみ補償特約

(*)いずれ毛そのための練習を含みます。 I
O「頸 (けい)部症候群」と|よ、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「誤囃 (えん)」 とlよ、食物、吐物、睡液等が誤つて気管内に入ることをいいます。
●「飲酒運転」とlよ、道路交通法第65条 (酒気帯ぴ運転等の禁止)第 1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転するこ
とをtヽ tヽます。                                         

′

0「自動車等」とlよ、自動車または原動機付自転草をいいます。
●「その他の変乱」とlよ、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
0「溺水」とlよ、水を吸引したことによる窒患をいいます。

●ごカロ入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご力日入される前に必ずお読みいただき、

ごカロ入くださいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者 (補償の対象者)が異なる場合|よ、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
0この書l巨 はご力□入に関するすべての内容を記載しているもので|よありません。ご加入の内容lよ、普通保険約款,特約等によつ

て定まります。ご不明な点について|よ、代理店 扱者または引受保F食会社までおPO弓合わせください。
●契約取扱者が代理店また|よ社員の場合lよ、SI受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結 保険料の領収 保隙
料領収註の発行 ご契約の管理などの業務を行つています。したがって、代理店また|よ社員と契約され有効に成立したご契
約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

1.商品の仕組みおよび引晉条件等 (5)引受条件
お客さまが実際にごカロ入いただく保険金額につきまして|よ、

2ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特
約等にてご確認ください。ご加入いただく保F父金額につきま

しては、次の点にご注意ください。

保険金額 lよ被保険者 (補償の対象者)の方の年令 年収な
どに照らして適正な金額となるように設定してください。

場合により、お引受できない保険金額 ,ご加入条件等もあ

りますのであらかじめご承知おきください。

2.保険料
保険料 lよ保険金額 保険期間・ご加入いただいた被保険者の
人数等によって決定されます。お客さまが実際にご力□入いた

だく保険料につきまして|よ、 4ページの「5保険料」およ
び力B入申込票の保険料欄にてご確認ください。

3.保険料の払込方法について
2ページの「7加入手続き」をご参照ください。

4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には消期返れい金・契約者配当金はありません。

5.解約返れい金の有無
ご力日入の脱退 (解約)に際してlよ、ご力B入時の条件により、
保険其月間のうち未経過であつた期 FD弓の保険料を解約波れい金

として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払

込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険判をご

請求する場合があります。追力0で請求したにもブ)｀かわらず、

その払込みがない場合 |よ、ご契約を解除することがあります。

「注意喚起情報のご説明」の「ワ解約と解約返れい金」をご

参照ください。

5

重要事項のど説明

被保険者の範囲

(○ :被保険者の対象)

保険金が支払われる事故

(○ :補償対象
X:補償対象外)

本人
く※1)

交通事故
(※ 2) 左記以外

の事故

○ ○ ×



う主,意喚起情報のご説明 iぐ団体総合生活補償保険 (標準型)).

0ご加入に際して被保険者にとつて不利益になる事項等、特にご注意いただきたtヽ事項をこの「注意喚起情報」に記動しています。ご加入さ

れる前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者 (補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
0この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご力0入の内容は、普通保険約款 特約等によつて定まります。

ご不8月な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

・蕃羹就お蕃笙な響病肇義を持冒宅綴拿写と啓羅祭瞥奪什縄握罐蟄控思鞭萱暫奥霜笹れ塔矯語観呈ゼ拒
'ど堅詔諧暫響整炉看鎖糊

と直接契約されたものとなります。

団体契約 (明細付等契約)であることア)｀らクーリングラrフの対象と
なりません。     )

いただ<事⊃
■被保険者 (補償の対象者)には、告知義務があり、代理店 扱者
には告知受領権があtり ます。告矢[義務とは、ご方0入時に告知事項

について、事実を正確に矢[lらせる義務のことです。

■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告

矢[lを求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印

がついている項目のことです。この項目について、尊意または重

大な過失によつて告知がなかつた場合や告矢[した事項が事実と異
なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないこと

があります。力0入申込票の記載内容を必ずご確認ください。

【告次[事項〕
0他の保険契約等 (*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償

保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、

他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含み

ます。                    ・

(2)通知義務等 (ご加入後にご連絡いただく事項)
ご力□入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の

変更等が必要となります。ただちに代理店 扱者または引受保険
会社までご連絡ください。    '
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等 (*)で、過去3年以内に
合計してら万円以上保険金を請求または受領されたことがある場

合|よ、カロ入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してく

ださい。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生渚

補償保険、普通傷害保険等をいい(いずれも積立保険を含みま
す。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。

■保険金受取人について

保
険
金
受
取
人

金

害

亡

険

傷

死
保

傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人

を定めなダ)｀ つた場合には、被保険者の法定相続

人にお支払いします。
(注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方
に定める場合、被保険者の同意を確認するた
めの署名などをいただきます。なおこの場合、

医磐器嵩喜あ懇綴肇まど吾異縞ご秀響&健雹
きは、保険契約が無効となります。また、ご

契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場

合も、被保険者の同意を確認するための署名

などをいただきます。

上記以外 普通保険約款 特約に定めております。

■被保険者が保険契約者上`観外の方である場合に、次のいずれかに該

当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約 (*)の解
約を求めることができます。この場合、保険契約若はこの保険契

約 (*)を解約しなければなりません。
①この保険契約 (*)の被保l父者となることについて、同意して
いなかつた場合
②保険契約若または保険金を受け取るべき方に、次のtヽずれかに

該当する行為があつた場合
引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等

を発生させ、または発生させようとしたこと。

保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、

その他の反社会的勢力に該当する場合。

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく

過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそ

れがあること。

⑤②～①の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契

約 (*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場各
⑥保険契約者と被保険者との間の文見族関係の終了等により、この

保険契約 (*)の被保険者となることについて同意した事情に
著しい変更があつた場合

また、①の場合は、被保険者がSI受保険会社に解約を求めること

ができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が

必要となります。

(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。

3.補 償の開始時期
始期日の午後 4Bきに補償を開始します。保険料は2ページの「7カロ

入手続き」記載の方法により払込みください。 2ページの「7加入
手続き」記動の方法により保険料を払込みいただけない場合には、

保険期Po弓が女台まつた後であつても、保険金をお支払いしません。

4.保険金をお0中ムいしない主な場合(主な魚香事由う等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
4～ 5ページの「11免責事由」をご参照ください。なお、保険金
を支払わない場合の詳細は普通保険約款 特約の「保険金を支払わ

ない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。

(2)重大事由による解除
次のことがあつた場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いでき

ないことがあります。

雖緊係法喫観測翌整儲野琴摺を具繁
せ、または発生させようとしたこと。

②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求につい

て許欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者、孝皮保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団

関係者、その他の反社会勢力に該当すると認められたこと。

①
笑留懸珍吾標慧馬窪房奮缶亡崖サ磐験華雫壱宅倉詔術ぞ言平茂塚
あること。
③上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保

険契約の存続を困実tとする重大な事由を生げさせたことo

5,保険料の 期間等の取扱い

保険料は、 2ページの「7加入手続き」記載の方法により払込みく
ださい。2ページの「7カ0入手続き」記載の方法により保険料を払

込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあり
ます。また、ご契約を解除させていただくことがあります。

6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効

となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しな

い事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還し

ます。

7.解約と れい金

ご加入を中途で脱退 (解約)される場合は、ご力B入の代理店 扱者
またlよ引受保険会社に速やブD｀にお申出ください。

クーリングオフ の のよ散回
が保険契約者となる人

脱退 (解約)日 から満期日までの期間
に応じて、解約返れい金を返還させて

いただきます。ただし、解約返れい金

は原貝」として未経過期間分よりも少な

くなります。

始期日から脱退 (解約)日 までの期間
に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさ

せていただくことがあります。

綻時等の取扱い

8ページの「ご加入時にご注意いただきたいこと」をご参照ください。

9.個人情報の取扱 いについて
7ページの「ご加入時にご注意いただきたいこと」をご参照く

ださい。

未経過期間

始期日   解約日   満期日

保険期間
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ィこ1の保険商品怪関すfるお問合,わむは

〔代理店 扱者】株式会社兵庫福祉保険サービス
〒65牛0023 兵庫県神戸市須磨区我田」4-1-17

(TEL)078-735-0166
(FAX)078-735-1890

万―、事故が起こつ|た場合は

遅滞なく代理店 扱者または下記にご連絡くださtヽ。
24Bき間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無 料)事故はいち早く

垂井住友海生へのど相談工苦情や.お問合わせ́4は

三井住友海上お客さまデスク

0120-632-277(無 料 )

チャットサポートなどの各種サービス

msコ ns com/co

こちらからアクセスできます。

0この保険は社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約 (B月細付等契約)です。保険契約者である社会

福祉法人兵庫県社会福祉協議会が、三井住友海上人公保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内してい

ます。カロ入者または被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保F父会社に払い込み

ます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなア)｀つた場合に|よ、保険契約が解除され保険金が支払われない

ことがあります。また、保険契約者等がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に近還します。

0この保険契約に関する値人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
、            【個人情報の取扱いについて】

この保険契約に関する個人情報lよ、引受保険会社がこの保険SI受の審査および履行のために利用するほが、SI受保険会社お
よびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社 (海外にあるものを含もヽ)が、この保険契約以外の商品・サー
ビスのご案内・ご提供や保険引受の客査および保険契約の履行のために利用したり、提携先 委託先等の商品 サービスの
ご案内のために利用することがあります。ただし、保健∝療等のセンシティプ情報 (要配慮個人情報を含む)の利用目的は、

法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、引曼保険会社は、この保険契約

に関する個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で、保険契約者、業務委託先 (代理店 扱者を含む)、 保険仲立人、医
療機関、保険金の請求 支才ムいに関する関係先等 (いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。ただし、
カロ入者の保険金請求状況や病名を含む事故での他センシティブ情報|よ、以下の目的の範囲で保険契約者、保険代理店および

扱者 (募集人)に提供します。
①契約の安定的な運用に向けた事故発生状況の詳細な分析のため

②継統契約における加入可否および補償内容の変更の検討のため

③での他、上記①②に準じて契約の安定的な供給を維持するため

詳細|よ、三井住友海上ホニムページ (https://WWW ms― ihs,com)を ご覧ください。

●お申込人となれる方(よ社会福祉法人兵庫具社会福祉協議会および貝下各市区田」社会福祉協議会の会員団体および登録された

ポランティアグループ ,NPO法人などの市民渚動団体に限ります。
0この制度で被保険者 (補償の対象者)(*)となれる方の範囲|よ、社会福祉法人兵庫具社会福祉協議会および県下各市区田丁
社会福祉協議会の会員団体および登録されたポランティアグループ・NPO法人などの市民渚動団体管理下において、非営
利の移送 送迎サービス活動を行つている方およびその方が行つている移送・送迎サービスを利用している方です。
(*)力日入申込票の力日入者名簿欄に記載の方をいいます。
●受付B寺に社会福祉協議会が確認印を押したカロ入申込票の<加入者控南>がカロ入者証となります。力日入者証|よ、内容をご確認
のうえ、大切に保管してください。

●<保険金をお支払いする場合に該当したときのS受保険会社へのご連絡>                    ‐

保険金をお支払いする場合に該当したときlよ、代理店・扱者蔽たは引受保F食会社までご連絡ください。保険金請求の手続に

つきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日 以内にご連絡がない場合、

もしくは知つている事実を告げなん`つた場合、またlよ事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社|よそれによつて被つ

た損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●<保険金支払いの履行期>
引蔓保険会社lよ、保険金請求に必要な書類

(11)を ご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いす

るために必要な事項の確認
(12)を
終えて保険金をお支払いします。

(*3)・

(*4)保険金請求に必要な書類 lよ、「保険金のご請求B吉にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金
を請求される場合lよ、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出t封ただきます。

(*2)保 [食金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有果、保険金の額の算出、保険契約の効力の有
果、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会(医療機関など専門機関の診断結果の照会、
人害救助法が適用された被八地における調査、日本国外における調査等が必要な場合にlこ k、 普通保険約款 特約に
定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社lよ茫認が必要な事項およびその確認を終える

時期を被保険者またlよ保険金を受け取るべき方に通矢Eします。

●<保険金のご請求8寺にご提出いただく書類>
被保険者また|よ保険金を受け取るべき方 (これらの方の代理人を含みまず。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に
引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不日月な点についてlよ、代理店・扱者またlよ引受保険会社までお間い合

わせください。

ワ

指定紛争解決機関

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である工般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約をヤ消絡してい

ます。引受保険会社との間で問題を解決できない場合に1よ、一般社団法人 日

本損害保険協会にご相猷いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぼADRセ ンタi
〔ナビタイヤル (全国共通 通話料有料 )〕 0570-022-808
受付時間 〔平日9:15～ 17:00(土日祝日および年末年始を除きます)〕
携帯電話からもイU用できます。 P電話からは0343325241に おかけくだ
さい。(おかけPeョ違いにご注意ください)
詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧くださtヽ。
httpsツ /wwW sonpo or,p/abOut/ettorts/adr/index html



【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの

引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書・事故原因・損害状況に関する資料        ｀

被保険者またlこkその代理人の保険金請求であることを確認するための資料 (住民票、健康保険証 (写)等 )
SI受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関 (やむを得ない場合 |よ第二者)等の事故証日月書
・死亡診断書
・他ん`ら支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類

事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。

●<代理請求人について>
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取

るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
(*)

等 (以下「代理請求人」といいます。詳細は (注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代
理店・扱者志たは引受保険会社までお問合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる海にも惑ずご説

明ください。

(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者 (*)」

②上記①に該当する方がいないまたlよ上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合

「被保険者と同居またlよ生計を共にする3親等内の親族」

③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
'「上記①以外の配偶者

(*)」 またlよ「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
0この保険の保険期P日弓lよ 1年 Pa弓となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内
容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保F食契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始

期日とする継続契約につきましてlよ、その始期日にお|する普通保険約款
・特約、保険契約引受に関する制度またlよ保険料率

等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続力E入できな

いことがあります。あらア)｀じめご了承ください。

●柔道整復師 (接骨院、'整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医8「Jの治療
に準じて認定し、お支払いします。また、鍼 (lより)灸 (き ゆう)・ マッサージなどの医療頬似行為についてlよ、医師の指
示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保F食会社の業務または財産の状況の変化によって、ご力B入時にお約束した保険金

解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合にl呆険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社

も加入しています。

この保険|よ「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。

保険金、解約返れい金等|よ80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生
した事故による保F父金lよ 4000/O補償されます。

●お客さまのご力B入内容が登録されることがあります。

損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保[父金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行わ

れるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登

録を実施しております。

!…お問台わせ

最寄りの社会福祉協議会 兵庫具社会福祉協議会 地域福祉部

〒6540062 兵庫県神戸市中央区坂□通2-4-4
兵庫県福祉センター内
(TEL)078-242-4634
(FAX)078-242-0297

【引受保険会社】
三井住友海上人本l呆険株式会社 兵庫支店 神戸第一支社
〒654-0174 兵庫県神戸市中央区栄田」通4-448

(TEL)078-334-2244
(FAX)078-334-7883

〔代理店 扱者〕
株式会社 兵庫福祉保険サー ビス
〒654-0023 兵庫県神戸市須磨区戒田」牛447

(TEL)078-735-0166
(FAX)078-735-4890
(Eメール)v hoken@hyosofuKushi com
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